
１ 

平成 30 年度「ＮＰＯ団体への助成金制度」応募要領 

 

１．趣旨 

本助成金は、地域で活動を行っているＮＰＯやボランティア団体への助成を通じて、

大分県の環境保護、文化振興、福祉・生活向上等の発展に役立てていただき、「ゆたか」

な社会を築いていくことを目的としています。 

 

２．対象となる団体の要件 

（１）主たる活動（事業）内容が、本助成金の趣旨に合致する以下の非営利団体。 

①ボランティア団体 ②市民活動団体 ③ＮＰＯ法人 

（２）主たる事務所及び活動拠点が大分県内にあり、１年以上の活動実績がある団体。 

※団体の規模、法人格の有無は問いません。 

 

３．対象となる活動（事業）、資金使途、事業期間 

（１）対象となる活動（事業） 

以下の内容に該当し、今回新たに始める活動（事業）といたします。 

①自然環境の保護、回復に役立つ活動 

②地域文化の継承や発展に役立つ活動 

③福祉・生活・教育の向上に役立つ活動 

④その他、助成金の趣旨に沿うと判断される活動 

（２）資金使途 

下記事業期間内に新たに始める活動（事業）にかかる費用。 

※人件費、水道光熱費、家賃など通常支出している費用は申請の対象外です。 

（３）事業期間 

平成 30 年４月１日（日）～平成 31 年３月 31日（日） 

 

４．助成金額 

総額 80 万円（１団体上限 20 万円） 

※申請内容によっては、一部助成となる場合がございます。 

 

５．申請手続き 

（１）提出書類 

①豊和銀行所定の申請書（豊和様式１・２－１・２－２・３） 

※申請書は豊和銀行各支店窓口にお申出下さい。また、当行ホームページからもダ

ウンロードできます。 

②設立趣意書、定款、規約、会則など 

③事業計画書、収支計算書、貸借対照表または財産目録 

④設備機器購入の場合は見積書、パンフレットなど 

⑤貴団体の機関紙、会報など 

※提出していただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承下さい。 
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（２）提出先・申込方法 

①提 出 先：〒870-8686 大分市王子中町４番 10 号 

株式会社 豊和銀行 営業統括部 ＮＰＯ助成金制度 係 

℡097（534）2616 

②申込方法：郵送のみ 

 

６．スケジュール 

（１）申 請 期 間：平成 30年６月 １日（金）～７月 31 日（火）必着 

（２）審 査 期 間：平成 30年８月 13 日（月）～24日（金） 

（３）助成決定通知：平成 30 年８月 31日（金）予定 

（４）助成金の交付：平成 30 年９月 14日（金）予定 

 

７．通知・公表等 

助成決定については、審査後に当行ホームページ等で公表いたします。 

 

８．その他 

（１）申込書受領後、必要に応じて他の書類の提出依頼や、電話または訪問等による

お問合せをさせていただく場合がございます。また、記載内容が不十分な場合や、

お問合せに応じていただけない場合には申込みを無効とさせていただく場合がご

ざいます。 

（２）お申込みいただいてから助成決定までの間、審査経過については一切お知らせ

できません。また、審査結果、並びに審査に関する内容についてのお問合せには

応ずることができません。 

（３）助成対象となった場合、団体名、代表者名、事業名、助成金額を公表させてい

ただきます。それ以外の申込書に記載された情報は、今回の助成金応募のみに使

用し、その他には使用いたしません。 

（４）今年度助成金を受けられた団体には、事業報告を提出していただく予定です。 

 

以上 

 

【本件に関するお問合せ先】 

〒870-8686 大分市王子中町４番 10 号 

株式会社 豊和銀行 営業統括部（担当：葛屋） 

TEL:097（534）2616 FAX:097（534）3688 

E-mail:eisui@howabank.jp 


